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地域共生ステーションについて

佐賀県 福祉課

県の地域共生ステーションの定義
【佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例】
第２条第１項
地域共生ステーションとは、⺠家を活⽤するなど家庭的な雰囲気の中で、⾼

齢者、障害者⼜は⼦どもなどを預かるなど、地域のニーズに応じた法令に基づ
かない福祉サービスを提供する施設（当該サービスに併せて法令に基づく福祉
サービスを提供する施設を含む。）をいう。

提供するサービスは、
通う（デイサービス、一時預かり）、泊まる（ショートステイ）、送る（送迎サービ
ス）、集う（サロン、居場所づくり）、訪ねる（家事援助） など

宅⽼所 ぬくもいホーム 計
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地域共生ステーション設置 （R3.10.31現在）
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県の地域共生ステーションの定義

○ ⼦どもから⾼齢者まで年齢を問わず、また、障害の有無に関わらず、誰も

が自然に集い、住み慣れた地域の中で安心して生活していくことができるよう、
様々な福祉サービスを、地域住⺠やＣＳＯ（市⺠社会組織）、ボランティア等
が協働し、支援していく地域の拠点を整備することで、地域福祉のセーフティ
ネットの形成を図る。

宅⽼ちよだ（神埼市） ⺠家を活⽤し家庭的な雰囲気

効果及び課題への対応

〇 ぬくもいホームを増やす取組⇒
地域共生ステーション推進事業費補助⾦の⾒直し（平成２９年度〜）

従来の開設補助は、宅⽼所・ぬくもいホームの新規開設の際に必要な経費
への補助だったが、宅⽼所新規開設を対象にした補助を廃⽌し、それに代
わり、既存の地域共生ステーションに対する交流サロンの補助を新設。

〇 サービス内容の充実⇒
「ぬくもいホーム」のサービスの定義を改定（令和元年度〜）

高齢者 … 生活に刺激を与え、認知症や孤独感の低減につなげる。
障害者 … ⽇常生活圏における居場所となり、社会的自⽴、生活の自⽴を

促進する。
子ども … 社会生活上のルールを学び、人間としての存在（命）を自然に

認識する。
地域 … ⽇常生活圏における福祉拠点として、利⽤しやすく、様々な相

談の窓口でもある地域福祉の要となる施設。

指標区分 指標名 2018
（基準値） 2019 2020

成果指標 「ぬくもいホーム」の設置数 81
（86）
118

（91）
127



〇施設等の拠点を活かした支援
介護保健外で実施する「通う」（デイサービス、一

時預かり）、「泊まる」（短期的）、「集う」（サロ
ン、居場所作り）

〇拠点から地域に出向いて支援（アウトリーチ型）
⾒守り支援、配⾷サービス、移動サービス等

「集うこと」に限定せず、地域の課題に「出向いて」
解決する。
こうした対応は、県だけでなく国が目指している

「地域共生社会」において重要な役割が期待される。

サービス内容の充実

「地域福祉研究」での評価
〇地域福祉研究とは
昭和48年に初めて発⾏され、今回で49号目に至る。これまで地域福祉に

係る諸問題や課題、期待等についての特集が組まれてきた。

〇地域共生ステーションの掲載
「地域福祉研究No.49」で、地域共生ステーショ

ンが、地域共生社会の実現に向けた取り組み
として紹介された。
（取材者）
⻄九州⼤学看護学部 教授 ⿊⽥研⼆
広島国際⼤学健康学部 准教授 渡辺晴⼦
桃山学院⼤学 非常勤講師 佐瀬恵美⼦
⻄九州⼤学看護学部 助教 南⾥真美



「地域福祉研究」での評価
〇地域共生ステーション、重層的支援体制整備事業の実施可能性

1990年代から佐賀県内で発展してきた「地域共生ステーション（宅⽼所・ぬくもい
ホーム）」の取り組みも、NPO等の市⺠活動団体によって担われているものである。
地域共生ステーションとして推進されてきた「ぬくもいホーム」とは、⾼齢者に限定
せず、障がい者や⼦どもにも「通う」「訪れる」「泊まる」といった、地域のニーズ
に応じた、法令に基づかないサービスを⾏う地域拠点とされている。
一方、2020年の社会福祉法改正で規定された「重層的支援体制整備事業」が目指す

のは、地域住⺠の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制であり、
⾼齢者、障がい者、⼦ども、生活困窮者といった分野を越えて、①相談支援②参加支
援③地域づくりに向けた支援を実施する体制である。
佐賀県で進められている「地域共生ステーション」の取り組みは、重層的支援体制

で実施することが要件となっている②参加支援や③地域づくりを先取りしたものとい
えるだろう。（「地域福祉研究No.49」より抜粋）

「地域福祉研究」での評価
「ふくしの家」の「カフェハーモニー鍋島」にも訪問取材のうえ紹介さ

れており、「ゆるやかに市⺠の居場所になっている様⼦が感じ取れた」と
評価されていました。

【記載以外の取材時の生の声】
・ 国が旗を振っている「重層的支援体制」は、市町村が主体となって実
施するが、地域の中で、⾏政以外の協⼒者や担い⼿を探すのに苦労され
ているところが多い。

・ 今後、「地域共生ステーション」が地域の中で頑張って活動を続けて
来てくれたことに、⾏政や住⺠が今以上に感謝するときがきっとくる。

・ 引き続き、県、市町、地域共生ステーションが一緒になって頑張って
ください。

⇒外部の方の客観的な視点でも、高く評価い
ただきました︕
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活動事例

ご清聴ありがとうございました


